
平成 25 年 3 月 31 日現在 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 横手市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：公益財団法人 秋田県長寿社会振興財団 

委託内容：研修の開催（カリキュラムの作成含む） 

事 業 内 容 

①「横手市市民後見人養成研修（基礎研修）」 

（対象者）横手市内在住で、社会貢献への意欲と熱意がある者 

（カリキュラム）別紙資料のとおり 

（講師）・行政職員及び地域包括支援センター職員 

    ・日本年金機構職員 

・弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、福祉保健関係者 

 

②「横手市市民後見人養成研修（実践研修）」 

（対象者） 

○全科目受講 

基礎研修の修了者で、市民後見人として活動することを希望し、研修の

全日程を受講できる者 

 ○一部科目受講 

  基礎研修の修了者で、市民後見人に関する知識をさらに深めるため受講す

る者 

（カリキュラム）別紙資料のとおり 

（講師）・行政職員 

・家庭裁判所職員 

・司法書士、社会福祉士、福祉保健関係者 

事業スケジュール 

（予定を含む） 

平成２４年 ５月    養成研修カリキュラム決定 

      ７月１１日 基礎研修事前説明会開催 

７月２５日 第１回基礎研修開催 

      ８月 １日 第２回基礎研修開催 

      ８月 ８日 第３回基礎研修開催 

      ８月２２日 第４回基礎研修開催 

     １０月１７日 第１回実践研修開催 

     １０月２４日 第２回実践研修開催 

     １１月 １日 第３回実践研修開催 

     １１月 ８日 第４回実践研修開催 

 １１月１５日 第５回実践研修開催 

     １１月２２日 第６回実践研修開催 

備      考 
・基礎研修受講者 ３７名 うち修了者 ２７名 

・実践研修受講者 １８名 うち修了者 １２名 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 横手市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：公益財団法人 秋田県長寿社会振興財団 

委託内容：市民後見定期相談会の開催 

事 業 内 容 

①市民後見定期相談会の開催 

（内容）地域の実態把握を行い、市民後見人の活用等につなげるため、認知

症や障がいなどにより、判断能力が低下している方の権利擁護や成年後見制度

の利用に関する定期相談会を開催する。 

（対象者）市民、横手市内の福祉・保健・医療関係の事業所に勤務されている

方 

（相談員）弁護士、司法書士、社会福祉士 

 

②横手市市民後見サポートシステム構築委員会の開催 

（内容）市民後見人の支援方法、後見実施機関の体制等について検討する。 

（構成メンバー）弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、市社会

福祉協議会、人権擁護委員、民生児童委員、老人福祉施設連絡協議会、手を

つなぐ育成会（知的障がい者の家族の会）、ＮＰＯ法人、オブザーバー：家

庭裁判所、オブザーバー：秋田県長寿社会振興財団、事務局：行政 

事業スケジュール 

（予定を含む） 

①市民後見定期相談会 

平成２４年 ９月１７日 第１回定期相談会開催 相談件数２件 

     １１月１６日 第２回開催 相談件数２件 

平成２５年 １月２２日 第３回開催 相談件数１件 

 

②横手市市民後見サポートシステム構築委員会 

 平成２４年 ４月１３日 第２回委員会開催（第１回は平成２３年度開催）  

       ５月１１日 第３回開催 

       ６月２９日 第４回開催 

       ８月２４日 第５回開催 

      １０月 ５日 第６回開催 検討報告書取りまとめ 

 平成２５年 ３月１４日 第７回開催 

 

備      考 

 

平成２５年４月１日 横手市成年後見支援センターを市直営で設置 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 横手市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：公益財団法人 秋田県長寿社会振興財団 

委託内容：市民後見事例検討会の開催 

事 業 内 容 

①市民後見事例検討会の開催 

（内容）市民後見人の活動を支援するため、権利擁護や市民後見、成年後見制

度等に関する事例を用いて、事例検討会（学習会）を開催する。 

（対象者）市民、横手市内の福祉・保健・医療関係の事業所に勤務されている

方 

（講師）弁護士、司法書士、社会福祉士 

 

②横手市市民後見サポートシステム構築委員会の開催 

（内容）養成研修修了者の市民後見人候補者名簿への登録から、家庭裁判所

への市民後見人候補者推薦のための枠組みの構築について検討する。 

（構成メンバー）（２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体

制の構築と同様 

事業スケジュール 

（予定を含む） 

①市民後見事例検討会 

 平成２４年１２月１２日 第１回事例検討会の開催 参加者２１名 

 平成２５年 ２月１３日 第２回開催 参加者２０名 

 

②横手市市民後見サポートシステム構築委員会 

（２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築と同様 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 横手市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

事 業 内 容 

①市民後見推進モデル事業自治体研修会への参加 

（内容）標記研修会へ参加し、市民後見について研修し、市民後見人の支援

体制等の構築につなげていく。 

 

②先進地視察の実施 

（内容）市民後見の先進地を視察し、先進地の取り組みを学ぶことで、市民

後見人の支援体制等の構築につなげていく。 

 

③市民講座の開催 

（内容）市民後見の知見がある講師を招き、市民を対象とした公開講座を開

催し、市民後見について普及・啓発を図る。 

事業スケジュール 

（予定を含む） 

①市民後見推進モデル事業自治体研修会 

 平成２４年９月２４日・２５日 事務局２名参加 

 平成２５年３月２５日 事務局４名参加 

 

②先進地視察 

 ・平成２４年９月６日・７日 構築委員５名、事務局２名参加 

品川成年後見センター、世田谷区成年後見支援センターを視察  

 ・平成２４年１２月２日・３日 構築委員４名、事務局３名参加 

  市民後見全国大会への参加、多摩南部成年後見センターを視察 

 ・平成２５年２月２８日・３月１日 事務局２名、横手市市民後見人養成

研修（実践研修）修了者９名参加 

  品川成年後見センター、多摩南部成年後見センターを視察 

   

③市民講座 

 平成２５年２月２３日開催。講演と対談を実施。参加者２５０名。 

講演 「横手市の市民後見の取り組み」 

講師 横手市市民後見サポートシステム構築委員会副委員長（社会福祉士） 

対談 「地域社会のなかのわたし ～市民後見を通して～」 

対談者 講師と横手市市民後見人養成研修（実践研修）修了者２名 

備      考 
 

 

別添 


